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南谷佳寛委員 

 【開会＝午前９時 59 分】 

 

 ただいまから、議会改革特別委員会を開会いたします。

議長より少し遅れると連絡がございましたので、よろしく

お願いいたします。 

本日の協議内容は令和６年度の協議事項についてであり

ます。前回の委員会において、議員から提案のありました

協議事項を絞り込みました。今回は令和６年度の協議事項

について、絞り込んだ協議事項と継続中の事項に加え、委

員長からの提案事項を別紙（案）にまとめ、配布してあり

ます。委員長提案の協議事項について、少し説明させてい

ただきます。「議会改革特別委員会の協議事項」を今から説

明させていただきます。 

今回の提案事項は２件で、１つ目の議員の通称（旧姓）

使用に関する規程については、現在はそのような事例は発

生しておりませんが、今後は発生することを視野にこうし

た規程を定め、明文化してはと考え提案するものです。こ

れは婚姻や養子縁組等で氏が変わったり、選挙活動で使用

の氏名を議会活動などでも使用したりすることができるよ

うその手続き等を規定するものです。 

 次に議会手続きに関するデジタル化等の検討ですが、こ

れは地方自治法の改正に合わせ、全国市議会議長会から令

和６年３月に議会に係る手続き等のオンライン化・デジタ

ル化の具体的方法について、という文書が発出されたこと

により、提案するものです。この中で会議規則や委員会条

例の改正案や新たに制定すべき規程案も示され、羽島市議

会がどこまでこれらに対応し、オンライン化・デジタル化

を進めるのか検討してまいりたいと考え、提案します。 

では、この協議事項（案）について、順にご意見を伺い

たいと思います。よろしいでしょうか。令和６年度の改革

にあたり、この５点を協議事項案として入れたらどうかと

いうところのご意見いただきたいと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

 

前回、通年会期以外何もなかったところで新たに出て、

デジタルのオンライン委員会の開催とか、もちろんここに

書いてあるとおり育児や介護で出れないというような理由

や、体調不良で出れない方がこういった形で出られるのは

いいことだと思いますので、良いのではないかと思います。 

 

議長副議長選挙における所信表明というのは。 
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これは前回のときからの引き継ぎで、今年の議題に載せ

てあります。決定ができなかったものが入っております。 

２番は前回配らせていただいた 14 番を省略して書いて

あります。３番が 16 番ですね。 

 

２番、３番は前に話があったと思うんですけど、１番は

必要ないと思います。 

 

特に５番のデジタル化のところですが、やはり今ペーパ

ーレス含めて活動されていらっしゃる中で、デジタル化す

ることでいろんな工数削減とかできることもあろうかと思

いますので、この中に議事録なども早く見られるような仕

組みとかも含めて検討できればと思います。 

 

今、思いつくことはございません。 

 

それなりに協議していく必要があるかなと思うし、１番

の議長副議長選挙における所信表明制度導入、これは議会

を改革していくという意味では私はやるべきと思います。 

２番目の市民からの要望等に係る議会の対応状況の情報

共有及び公開に係る運用基準の検討ですが、これは当然の

ことだと思うんですが、要望書にもいろいろあると思うの

で、それを精査する委員会か何かを作って、そこで共有す

るか否かを判別する必要もあるかなと思います。 

それから通年会期制の導入の検討、これについては僕は

あまり好ましくないと思っております。 

それから議員の通称（旧姓）使用に関する規程の検討な

んですが、これは結婚されたりなんかしたら当然姓は変わ

りますので、旧姓じゃなくて新しく変わられたらそれでい

いと思います。 

それから議会手続きに関するデジタル化等の関係なんで

すが、こういう時代ですので、僕のようにできない人もお

りますが前向きに考えていけば出られない方がオンライン

でというのはする必要があるかなと思います。 

 

ありがとうございます。賛成の方と反対の方それぞれご

意見がございましたけれども、今年度、１番から５番まで

この案のとおり協議を進めたいと思いますけれども、よろ

しいでしょうか。 
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（異議なし） 

 

では、令和６年度の協議はこのとおり進めさせていただ

きます。 

議長さん何かございますか。 

 

（発言なし） 

 

副議長さんどうでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

この１番から５番まで、それぞれ改革していかないとい

けませんので、各自少し調べておいていただけたらありが

たいかと思います。  

 

確認事項ですけど、この１番の所信表明制度、これは立

候補したい人が所信を表明して選挙に挑むのか、例えば選

ばれた人が所信を表明するのか、その辺の確認だけお願い

します。 

 

今までは選ばれた方が所信表明というかそういったもの

をやっておりましたので、選挙前に所信表明する必要はな

いんじゃないかという意見が多々ありましたけれども、誰

がどんなことを考えてるのか、入ってきたばかりの新人で

は分からないから、選挙前にしてほしいという意見もあっ

たものですから。それが前年度の議会改革特別委員会で決

定はできなかったもので。 

 

議会改革の中では導入しましょうという方向性だけ決ま

っておりまして、今後は議会内選挙の法令上の位置づけや

他市議会の取り扱いなどを参考にして、制度設計を含め引

き続き慎重に協議してくださいということで引き継ぎされ

ておりますので、細かいことは決まっておりません。 

 

この４番の議員の通称（旧姓）使用に関する規程の検討、

現存の規程をよく調べなきゃいけないんですが、例えば国

会で、議員の名前でアントニオ猪木という人がいたとしま

すやんか。それはいわゆる芸名とか何か別の名前だと思う

んで、羽島市の場合は例えば私が「川柳（せんりゅう）」と

名乗ってもいいのかどうか、その確認だけお願いしたいで
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す。旧姓に限らず通称とか、どうなんでしょう。今そもそ

もやっていいんでしょうか。 

 

議会改革で決定したり申し合わせをしているところもご

ざいます。羽島市はまだそういった明文化がされてないの

で、それをきっちりとした形で明文化したらどうでしょう

かということなんです。 

 

 ということは、旧姓だけでなく通称も協議されるという

ことでいいんですよね。 

 

 そうですね。 

 

参考に今調べたら、国会議員だと候補者氏名を出すとき

に、本名に代わるものとして広く一般的に通用しているこ

とが大事みたいで、それを自分で証明しないといけなくて、

仲間内だけの呼び名は駄目みたいな感じのことが書いてあ

ります、国会議員の場合ですが。 

 

選挙の時に申請するがな。そのことについてなら良しと

すればいいんじゃないの。 

 

それもこれから決めていくと。今までアバウトにやって

きたものを明文化しましょうということを、検討していけ

ばどうでしょうかというところですね。 

 

基本は選挙の立候補のものでね。例えば僕なんか「紘ち

ゃん」と言われとるので「紘ちゃん」でやって、議会で「紘

ちゃん」というのもおかしいで「山田紘治」も入れとるわ

けやから、両方使えるようにしとるわけやね。だからそれ

を自分が決めればいいと僕は思うんやけどな。 

 

そうですね、これからそういったことを協議しながら決

定していきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。では、本日の委員会は終了させていただきます。

お疲れ様でございました。 

 

【閉会＝午前 10 時 15 分】 

 

 


